
群馬県立県民健康科学大学利益相反マネジメント規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、群馬県立県民健康科学大学（以下「本学」という。）の教職員等が産学官

連携活動（共同研究、受託研究等）、兼業、その他の社会貢献活動（以下、「産学官連携活動

等」という。）を行う場合において、利益相反に係る適切な管理（以下「利益相反マネジメン

ト」という。）を行うため、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ 

による。 

（１） 教職員等 本学の教職員（専任に限る。）及び本学の研究活動に従事する研究者（雇用形

態等を問わない。）をいう。 

（２）関連企業等 教職員等がともに産学官連携活動等を行う企業、国若しくは地方公共団体の

行政機関又はその他の団体等をいう。 

（３） 利益相反 狭義の利益相反と責務相反を含むものとする。狭義の利益相反とは、教職員

等又は本学が産学官連携活動等に伴って得る利益（研究費、報酬、寄附、知的財産権収入、

無償の役務提供、株式等）と、本学における教育及び研究上の責任が衝突･相反している状

態をいう。教職員等個人が得る利益と教職員等個人の本学における責任との相反（個人とし

ての利益相反）及び本学が得る利益と本学の社会的責任との相反（組織としての利益相反）

とが含まれる。責務相反とは、教職員等が主に兼業活動により関連企業等にも職務遂行責任

を負っていて、本学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立し得ない

状態をいう。 

 

（最高責任者及び統括責任者） 

第３条 本学の利益相反マネジメントに関する最高責任者は、学長とする。 

２ 最高責任者は、本学における利益相反マネジメントの体制を整備するものとする。 

３ 最高責任者は、利益相反マネジメントに関する業務を統括する統括責任者を置き、学術国際

委員長をもって充てる。 

 

（担当委員会及び審議事項） 

第４条 利益相反マネジメントについては、学術国際委員会（以下、「委員会」という。）が以下

の各号を審議する。 

（１）本規程の改廃に関する事項 

（２）利益相反マネジメントに関する審査に関する事項 

（３）その他必要事項 

 

（利益相反マネジメントの対象） 

第５条 利益相反マネジメントの対象は、次の各号に掲げる場合とする。 



（１） 教職員等並びに当該教職員等と生計を一にする配偶者又は一親等の親族が当該教職員等

に係る関連企業等から報酬（兼業報酬、謝金等）や寄附（金銭、設備・物品等）、知的財産

権に係る収入を受ける場合。ただし、一関連企業あたり年間 100 万円未満の場合は除く。 

（２） 教職員等並びに当該教職員等と生計を一にする配偶者又は一親等の親族が当該教職員等

に係る関連企業等から株式等（株式が未公開か公開かを問わない。また、新株予約権、合

同・合名・合資会社を包含する持分会社の持分等を含む。以下同じ。）の経済的利益を得る

場合。 

（３）教職員等が当該教職員等に係る関連企業等から無償の役務の提供を受ける場合。 

 

（申し出書の提出） 

第６条 教職員等は、前条各号のいずれかに該当する場合、又は委員会から求められた場合は、

申し出書（様式第１号）を委員会に提出しなければならない。 

 

（申し出書の審査及び通知） 

第７条 委員会は、前条の規定により申し出書の提出があったときは、利益相反行為の可能性

の有無及び程度並びに必要な是正措置等について審査を行う。 

２ 委員会は、申し出書を提出した教職員等に対して、前項の審査にあたって必要な説明等を

求めることができるほか、利益相反行為の防止等について、指導又は助言等を行うことがで

きる。 

３ 統括責任者は、第１項の審査を行ったときは、その結果を速やかに最高責任者に報告する

とともに、申し出書を提出した当該教職員等に通知する。 

 

（不服申立て） 

第８条 前条第３項に定める通知（以下「審査結果通知」という。）を受けた教職員等は、そ

の審査結果に不服があるときは、審査結果通知に記載の日の翌日から起算して３月以内に、

文書により統括責任者に不服申立てを行うことができる。 

２ 委員会は前項の申立てがあったときは、その内容について審査を行い、審査結果を当該教

職員等に通知するものとする。 

 

（利益相反相談窓口） 

第９条 教職員等の利益相反に関する相談を受け付けるため、事務局学生図書企画係に相談窓口

を置く。 

 

（秘密の保持） 

第 10 条 委員会に関与する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を

退いた後も、同様とする。 

 

 

（事務） 



第 11条 委員会の事務は、関係部署と連携して、事務局学生図書企画係において行う。 

 

 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 



申し出書 

 

次の産学官連携活動等を行うに当たり、関連企業等との利益関係等について、次のとおり申告します。 

 いずれかの□にチェックしてください。 

産学官連携活動等の区分 
□ 受託研究  □ 共同研究  □ 兼業（非常勤講師を除く。） 

□ その他（                 ） 
 

 

【記入上の注意】 
①有無について、どちらかに○をし、有の場合はその下の表に内容を記入すること。 
②２、３については、生計を一にする配偶者又は一親等の親族についても回答すること。 
③物品・設備の提供については、定価（定価がない場合は、一般的な市場価格）を記入すること。 
 

１．関連企業等からの研究費（共同研究、受託研究、その他）の受入れ→ 有・無 

※関連企業等から受け入れた研究費の全てが対象 

 

２．関連企業等からの報酬（兼業報酬、謝金等）や寄附（金銭、設備・物品等）、知的財産権に係る収

入等（年間 100 万円以上）→ 有・無  

氏 名 続柄 役職等 
収入等の種類 

（報酬、寄附、知的財産権収入等） 
収入額等 

（万円／年） 

     

     

 

３．関連企業等の株式等（公開株式、未公開株式又は新株予約権）の保有 → 有・無  

※本人、生計を一にする配偶者又は一親等の親族の保有が１株以上の場合は、「有」とする。 

氏 名 続柄 企業等 
種類 

（株式、新株予約権、出資金等） 
数量、時価 

（○株、○円等） 

     

     

 

４．関連企業等からの無償の役務提供 → 有・無  

役務の具体的な内容： 

 
＜注意事項＞ 
① 外部資金（共同研究、受託研究、その他）受入の際は、受け入れる前に提出してください。 

② 兼業（非常勤講師を除く。）の場合は、兼業等許可申請時に提出してください（ただし、給与・報酬額が年間 100 万円未満の場合は
提出不要です。）。 
③ 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更後の内容で作成し、事務局へ提出してください。 

④ 記入欄が不足する場合は、当該欄をコピーして追加してください。 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

上記のとおり相違ありません。 
 
      年  月  日 
 

所 属 名：                        職名：             

 

申告者名（自署）：              

関連企業等の名称： 

区分 

（共同研究、受託研究、

その他） 
研究課題名 受入金額 

  円 

  円 

様式第１号 


